
 

 

 

 

 

 

■ 自転車活用推進計画の策定 
 自転車は、環境に優しい交通手段であり、災害時の移動・輸送や健康の増進、交通の混雑の緩和

等に資するものである。このような環境、交通、健康増進等が重要な課題となっている我が国にお

いては、自転車の活用の推進に関する施策の充実が一層重要となっている。 

 このため、平成29年5月1日に自転車活用推進法（平成28年法律第113号）が施行され、同法に基

づき平成30年6月8日に、我が国の自転車の活用の推進に関して基本となる自転車活用推進計画が閣

議決定された。 

 同計画に基づき、自転車交通の役割拡大による良好な都市環境の形成のため、地方公共団体にお

ける自転車活用推進計画の策定を促進するとともに、歩行者、自転車及び自動車が適切に分離され

た自転車通行空間の計画的な整備を促進するよう取り組んでいくものです。 

出典：国土交通省HPより原文引用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通省HPから抜粋 

地球をデザインする会社 

技 術 短 信 東光コンサルタンツの NO.150（道路） 

Rd-49 



 

□弊社における安全・快適をめざした自転車走行空間の創出 

 

１．はじめに 

 本業務は、都市部の主要地方道において、様々な制約のなか、自転車走行空間の整備に向けて必要な

調査を実施し、その結果をもとに予備設計を行うと共に、実際の運用に向けた関係機関との協議資料を

作成することを目的としました。 

２．設計の手順 

 作業は以下の手順により進め、適切な自転車走行空間の整備形態を得ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．自転車走行空間の整備内容 

 交通量（8,690 台/日）、規制速度（40Km/h）の基本条件から自転車レーン（普通自動車専用通行帯）

のよる整備形態を選択しました（以下の標準断面参照）。ただ、路線沿いには、バス停留所や交差点部

などの特殊な区間もあり、自転車走行に支障のないように個別の設計を行いました。また、都市ならで

はの路上駐停車側方の自転車通過可否についても問題区間ごとに検討し、全体として快適で安全な自転

車走行空間の確保を図りました。 

標準断面図 
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車道幅員 W=9.00m（車線幅 3.00m 普通自転車専用通行帯 1.00m 路肩 0.50m） 

 

４．おわりに 

 交通混雑緩和、CO2 削減、健康増進など様々な利点を持つ自転車は、交通手段としての重要性を

増しています。一方で、特に都市内では、専用の走行空間の整備はまだまだ不足しています。業

務を通じてノウハウを蓄積し、時代の要請に応えて行きたいと思います。 
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～設計条件の整理～ 

●自転車走行空間の設計を進めるにあたり、その根拠となる道路状況について調査した。 
①計画交通量（計画交通量 8,690 台/日）、②道路区分の設定（４種第 2 級）、③設計速度（40Km/h）、 
④道路幅員、⑤付属施設（バス停、標識など）、⑥路上駐停車の自転車側方通過可否の判断 

～基本方針の設定～ 

●設計方針：「東京都自転車走行空間整備に関する設計マニュアル（案）」及び道路構造令を準拠。 

●自転車走行空間の整備形態の選定：交通量などから都マニュアル内の３タイプから選定。 

～自転車走行空間の予備設計～ 

●上記の作業結果を踏まえ、自転車走行空間のタイプ、幅員、バス停などの他施設との空間的な調整、

などを明らかにして、最適な計画断面・平面図として取りまとめた。 

新規自転車帯 新規自転車帯 


